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２　笑顔がつづく健康がある

①　地域福祉の推進

２

おむつ用ごみ袋・得きっずカードの配布	 1257万円
（担当：保健福祉課子育て・福祉グループ）

○おむつ用ごみ袋
　子育て家庭の経済的負担軽減を図るため、おむつ用ごみ袋の配布を拡大します。これまで、２・３カ月
健診時に20ℓのごみ袋を30枚配布していましたが、令和５年７月から、次のとおり変更します。
【配 　 布 　 枚 　 数】　20ℓごみ袋20枚、10ℓごみ袋20枚
【配布回数・配布時期】
　０歳児　３回（３～４カ月健診時、７～８カ月健診時、10～11カ月健診時）
　１歳児　２回（１歳２～３カ月健診時、１歳８～９カ月健診時）
　２歳児　１回（２歳５～６カ月健診時）
○得きっずカード
　高校生以下の子どもや、妊婦がいる世帯の生活を支援するために、町内ポイントカード会加盟店で使用
することができる「得きっずカード」を１世帯に１枚配布します。
　お買い物の際に「得きっずカード」を提示すると、実質10％のポイントがたまります。たまったポイン
トは、１ポイント１円として使用できます。これまで、子どもの人数により、ポイント付与上限がありま
したが、令和５年度から、上限を撤廃します。
対　　　　　　　　象 高校生以下の子どもまたは妊婦のいる世帯
カードの有効期限 対象要件を満たさなくなるまで
ポ イ ン ト 付 与 率 10％（町の割り増し分は９％）
割増ポイントの付与日 偶数月の下旬
＜財源内訳＞
子ども夢基金　1257万円

笑顔がつづく健康がある笑顔がつづく健康がある笑顔がつづく健康がある笑顔がつづく健康がある
２

掲載している事業以外の内容は、町ホームページで
お知らせしています。

ＱＲコードからリンク→
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２

子育て支援センターの運営	 815万円
（担当：保健福祉課子育て・福祉グループ）

　子育て支援センターでは、親子で楽しめるよう、
季節に合わせた行事や、保護者がリフレッシュで
きるイベントを開催しています。
　また、保護者同士の仲間づくりができるようサ
ポートを行います。
　コミュニケーションアプリ「ＬＩＮＥ」でイベ
ント情報の発信や行事の申し込み受け付けを行っ
ていますので、ご利用ください。

＜財源内訳＞
国の補助金	 242万円
道の補助金	 242万円
利用者の負担	 １万円
子ども夢基金	 330万円

児童館の運営	 1041万円
（担当：保健福祉課子育て・福祉グループ）

　児童館は、主に小・中学生が楽しく安全に遊べ
る施設です。
　放課後の楽しい遊びや、季節のイベントをとお
して、友達づくり、能力の発達をサポートします。
　また、発達障がいや発達遅延が心配される児童
に対し、適切な支援を行うことができるよう子育
て支援アドバイザーを配置しています。

＜財源内訳＞
参加者の負担金	 １万円
子ども夢基金	 1040万円

放課後児童クラブの運営	 1071万円
（担当：保健福祉課子育て・福祉グループ）

　放課後児童クラブは、就労などにより昼間家庭に保護者がいない児童を対象に、児童館２階で児童の受
け入れを行っています。職員が見守りながら子どもたちに生活の場を提供し、健全育成を図っています。
　利用は事前登録制で、就労証明書などの提出が必要です。登録した方は、利用の有無にかかわらず月額
3,000円の利用料がかかります。

＜財源内訳＞
国の補助金	 192万円
道の補助金	 192万円
利用者の負担金	 144万円
子ども夢基金	 543万円
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２

保育園の管理運営と病後児保育	 1億3263万円 幼児教育の無償化	 5643万円
（担当：保健福祉課子育て・福祉グループ） （担当：保健福祉課子育て・福祉グループ）

○保育園の管理運営
　指定管理者（華園学園）に委託して保育園を運
営しています。令和５年度は、食器、お昼寝マッ
トを更新します。また、園児用テーブルを購入す
るほか、車内置き去り防止装置を設置します。
○病後児保育（滝川市と連携）
　新十津川保育園に在園する児童の病気回復期の
保育を滝川中央保育所にある専用室（病後児保育
室）で行います。
＜財源内訳＞
国の補助金	 18万円
保護者の負担	 431万円
子ども夢基金	 1123万円
ふるさと応援基金	 274万円
町の負担	 １億1417万円

　令和元年10月から幼稚園、保育所、認定こども
園などを利用する３～５歳児と、住民税非課税世
帯の０～２歳児の保育料を無償としました（バス
の送迎費用や主食費などは、無償化の対象外）。
　これに加え、町は副食費を月額4500円まで助成
します。

【対象】
・３～５歳児
・住民税非課税世帯の２歳児以下
【その他】
・無償化には、申請の手続きが必要となる場合が
あります（一時預かり、認可外保育園など）

＜財源内訳＞
国の補助金	 1996万円
道の補助金	 1691万円
子ども夢基金	 264万円
町の負担	 1692万円

出産・子育てへの支援	 512万円
（担当：保健福祉課子育て・福祉グループ）

　経済的負担の掛かる妊娠・出産期への支援を行います。
○出産応援ギフト・子育て応援ギフトの支給
　国の施策に基づき、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して子育て家庭に寄り添い、さまざまなニーズ
に即した支援に繋ぐ伴走型相談支援を行うとともに、妊娠届け出時と出産後に、経済的支援を行います。
　・出産応援ギフト（妊娠届け出時）　　妊婦１人当たり５万円
　・子育て応援ギフト（新生児訪問時）　新生児１人当たり５万円
○誕生記念品の贈呈
　子どもの誕生を記念し、母村・十津川村産のヒノキを使用した誕生記念品をプレゼントします。
　・誕生記念品（出生届け出時）　つみきセット、アニマルカー、ままごとセットの中から１点
　・１歳記念品（１歳２・３か月健診時）　キッズチェア（誕生日と名前の刻印入り）

＜財源内訳＞
国の補助金	 233万円
道の補助金	 58万円
町の負担	 221万円

【キッズチェア】【アニマルカー】 【ままごとセット】【つみきセット】
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２

高齢者世帯などの除雪支援	 1156万円
（担当：保健福祉課子育て・福祉グループ）

　高齢者世帯などの冬期間の除雪作業の支援をするため、除雪費用を助成します。
○高齢者世帯などへの除雪費の助成
　世帯全員が70歳以上もしくは18歳未満で、かつ町民税所得割が非課税の世帯に対し、居住する住宅の間
口除雪や屋根の雪下ろしを業者に委託した場合、費用の半分を助成します（助成上限５万円）。
　対象の年齢でない方でも障がいの区分によって、対象となる場合があります。
○高齢者世帯の避難経路確保
　高齢者や障がい者世帯の冬期間の緊急避難路を確保するため、11月～３月の期間、一定の積雪があった
際に、玄関から道路までの人が通ることができる程度の幅の通路を月額2000円で除雪します。
　また、希望があれば１回750円でベランダや窓（家の中で１カ所）を月に２回まで除雪します。

＜財源内訳＞
利用者の負担	 32万円
町の負担	 1124万円

介護予防活動の推進	 1164万円
（担当：保健福祉課子育て・福祉グループ）

　高齢者自身が地域で積極的に介護予防に取り組
む活動を支援します。
　毎週、各行政区会館を通いの場とする「すまい
るあっぷ」を介護予防サポーターの協力の下、開
催しています。
　また、リハビリ専門職により運動指導を受ける
ことができる「地域リハビリテーション活動支援
事業」を実施し、介護予防を推進します。
＜財源内訳＞
空知中部広域連合からの負担金　1164万円

在宅生活支援用品購入の助成	 52万円
（担当：保健福祉課子育て・福祉グループ）

　福祉用具などの購入費用の一部を助成し、高齢
者や障がい者、その支援者の負担を軽減します。

【助成対象福祉用品など】
　・介護用ロボット
　・階段昇降機
　・電動起立補助座椅子
　・電話防犯機器

セラピー人形 電話防犯機器



24 〈令和５年度　予算〉

２　笑顔がつづく健康がある

２

障がい福祉サービス	 3億592万円

社会福祉法人などに対する支援	 1億100万円

（担当：保健福祉課子育て・福祉グループ）

（担当：保健福祉課子育て・福祉グループ）

　障がいのある方が安心して暮らせるよう適切な
サービスを提供します。

【主なサービスの内容】
・家事援助や身体介護などを行うサービス
・施設などで昼間の活動を支援するサービス
・住まいの場を提供するサービス
・就労の場を提供するサービス
・療育が必要な子どもへのサービス

＜財源内訳＞
国の補助金	 １億2955万円
道の補助金	 6478万円
町の負担	 １億1159万円

　町は、社会福祉法人などが実施する老人福祉施
設などの整備に要する費用の一部を補助し、施設
利用者の環境整備を図るとともに社会福祉の向上
を図ります。
　町が支援する施設は、建築後30年が経過し、屋
根、外壁のほか電気設備や給湯設備などの老朽化
が見られる特別養護老人ホームかおる園とデイ
サービスセンターとなります。

障がいのある方への生活支援	 1390万円

地域包括支援センターの運営	 2144万円

（担当：保健福祉課子育て・福祉グループ）

（担当：保健福祉課子育て・福祉グループ）

　障がいのある方が、地域で自立した日常生活や
社会生活を送れるよう支援します。

【主なサービスの内容】
・専門知識を持つ相談員による相談
・外出時の移動の支援
・一時的な見守り支援
・紙おむつや蓄尿袋などの日常生活に必要な用具
の給付
・創作活動・生産活動の機会の提供

＜財源内訳＞
国の補助金	 262万円
道の補助金	 226万円
町の負担	 902万円

　高齢者の生活や介護に関する総合相談窓口とし
て、地域包括支援センターを設置しています。
　日常生活を健康で明るく過ごすために、普段の
生活や介護のことで気になること、困ったこと、
どうしたらよいかわからないことなどを介護、医
療、保健、福祉それぞれの専門知識を持ったスタッ
フに相談することができます。
　運営は、新十津川町社会福祉協議会が町から委
託を受け、行っています。

＜財源内訳＞
空知中部広域連合からの負担金　2144万円
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〈令和５年度　予算〉

②　健康づくりの推進

２

健康づくり対策	 497万円
（担当：保健福祉課健康推進グループ）

　日頃から健康づくりに関心を持ち、自ら健康増進に取り組んでいただけるよう、健康づくり対策事業を
実施します。
　令和５年度は、「健康プラン新十津川」（町健康増進計画）の見直しを行います。

事業名 主な取組内容
減塩対策 減塩の普及啓発
健康意識高揚への
取り組み 自動血圧計・万歩計の貸し出し

健康ポイントの活用 健診の結果説明を受けた方、健診後に努力
して成果をあげた方にポイントを付与

糖尿病性腎症
重症化予防対策

人工透析を予防するため、訪問栄養指導を
実施

＜財源内訳＞
保険者の補助金	 16万円
町の負担	 481万円

成人健康診査	 238万円 子育て世代包括支援センターの運営	 3万円
（担当：保健福祉課健康推進グループ） （担当：保健福祉課健康推進グループ）

　20～30歳代、40～74歳の生活保護受給者の基本
健康診査を無料で受診できるように助成します。
　また、肝炎ウイルス検診（対象者は未検査者で
40歳節目は無料、41歳以上は500円）、骨粗しょう
症検診（対象者は30歳以上の女性で、30、35、
40、45、50、55、60、65、70歳節目は無料、それ
以外は500円）、エキノコックス症検診（対象者は
中学生以上で５年に１回、無料）の自己負担を軽
減します。

＜財源内訳＞
道の補助金	 36万円
保険者の補助金	 27万円
受診者負担金	 ６万円
町の負担	 169万円

　妊娠期から子育て期までを安心して過ごせるよ
う、保健師・栄養士が妊娠・出産・子育てなどの
さまざまな悩みや相談に応じます。また、医療機
関や子育て機関などと連携しながら、切れ目のな
いサポートを行います。

＜財源内訳＞
国の補助金	 １万円
道の補助金	 １万円
町の負担	 １万円
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２

妊産婦健康診査・相談	 540万円

乳幼児健康診査・相談	 123万円

（担当：保健福祉課健康推進グループ）

（担当：保健福祉課健康推進グループ）

○妊産婦健康診査および超音波検査の助成
　妊娠の届け出をされた方に、妊婦一般健康診査費と超音波検査費各14回分を助成します。産婦健康診査
費は、２回分まで助成します。
○産後ケア事業の助成
　今年度から、出産後、安心して子育てできるよう、砂川市立病院で出産後の体調管理と育児をサポート
する産後ケア事業の費用を一部助成します。

種類 宿泊型Ａ 宿泊型Ｂ 通所型

対 象 者
出産後、退院するにはまだ不安
があるなど出産を伴う入院から
継続して利用したい方

生後４カ月までの母子で、産後
の慣れない育児などにより、心
身の休息が必要な方

乳腺炎などの医療的処置
のない母乳ケアや卒乳な
どの乳房ケアが必要な方

内 容 育児相談、授乳指導、乳房ケア、赤ちゃんの沐浴など 乳房ケア、育児相談など
利 用 料 １泊当たり　1000円 １回　500円
利用上限 １泊を１回としてＡとＢを合わせて７回まで ２回まで

＜財源内訳＞
子ども夢基金	 511万円
国の補助金	 29万円

　乳幼児の健全な成長発達を支援するため、新生児聴覚検査（初回検査・確認検査）費用の全額助成、乳
幼児健康診査・健康相談、歯科保健事業（フッ素塗布、新十津川保育園・新十津川幼稚園でのむし歯予防
教室）を実施します。
　今年度から乳幼児健康診査・健康相談とフッ素塗布（予約制）を同日に実施します。また、むし歯予防
対策推進のため、歯科衛生士を増員し歯科指導の充実を図ります。

乳幼児健康診査・相談 歯科指導 フッ素塗布
３～４カ月児健康相談 ― ―
７～８カ月児健康相談 ― ―
10～1 1カ月児健康相談 〇 ―
１歳２～３カ月児健康相談 〇 ―
１歳８～９カ月児健康診査 〇 〇
２歳５～６カ月児健康相談 〇 〇
３歳１～２カ月児健康診査 〇 〇
＜財源内訳＞
国の補助金	 27万円
道の補助金	 ７万円
ふるさと応援基金	 89万円
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２

子ども法定予防接種	 2313万円 インフルエンザ予防接種の助成	 891万円
（担当：保健福祉課健康推進グループ） （担当：保健福祉課健康推進グループ）

　子どもの法定予防接種を指定医療機関で接種し
た場合、接種費用を必要な接種回数分、全額助成
します。
　令和５年度からは、子宮頸がん予防接種に従来
の２価（サーバリックス）、４価（ガーダシル）
に加えて新たに９価ＨＰＶワクチン（シルガード
９）の接種が可能になりました。
　また、定期接種対象年齢時に子宮頸がん予防接
種の積極的勧奨が差し控えられた平成９年度から
平成19年度に生まれた女性に対しては、令和７
年３月31日まで、接種を逃した方のために全額
助成を行っています。

＜財源内訳＞
ふるさと応援基金	 2313万円

　インフルエンザ予防接種を指定医療機関で接種
した場合、妊婦、中学生以下の接種費用を必要な
接種回数分、全額助成します。
　また、65歳以上の高齢者は、１人当たり一律
1000円の自己負担額で接種ができるよう助成を
行っています。

＜財源内訳＞
保険者の補助金	 99万円
町の負担	 792万円

新型コロナワクチン接種	 6005万円
（担当：保健福祉課健康推進グループ）

　新型コロナウイルス感染症の予防のため、ワクチンの接種を実施します。
○接種券の配布
　ワクチンの接種が無料で実施できる接種券を対象年齢区分ごとに順次送付します。
○予防接種体制の整備
　町内の医療機関などで接種を実施するために必要な体制を整備します。

令和５年度のスケジュール ５月８日～８月（予定） ９月～（予定）
令和５年春開始接種 令和５年秋開始接種

12歳以上
・65歳以上
・基礎疾患あり
・医療従事者など

○接種可能
（オミクロン株対応２価ワクチン）

○接種可能
（ワクチン未定）

上記以外の12～64歳 ×接種不可

５～11歳
基礎疾患あり ○接種可能

（オミクロン株対応２価ワクチン）

上記以外の小児 ※オミクロン対応株対応ワクチンを
未接種の場合のみ接種可能

生後６カ月～４歳（初回接種） ○接種可能（従来型ワクチン）
５歳以上の初回接種未完了者 ○接種可能（従来型ワクチン）

＜財源内訳＞
国の補助金	 6005万円
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がん検診・ピロリ菌検査	 751万円
（担当：保健福祉課健康推進グループ）

　ワンコイン（500円）検診を継続し、すべてのがん検診を500円として自己負担を軽減します。また、町
独自に30歳代女性の乳がん検診とピロリ菌検査を実施します。
　春の集団健診で女性のがん検診（子宮頸がん、卵巣超音波検査、乳がん検診）を実施します。
【検診の種類】

検診名 内容 対象者
胃がん バリウム検査 30歳以上
肺がん 胸部レントゲン検査 30歳以上
大腸がん 便検査（潜血反応） 30歳以上
前立腺がん 血液検査 50歳以上の男性
子宮頸がん 子宮頸部細胞診 20歳以上の女性（２年に１度）

卵巣超音波検査 卵巣エコー検査 子宮頸がん検診受診者
乳がん マンモグラフィー検査 30歳以上の女性（２年に１度）

ピロリ菌検査 血液検査 20歳以上の未検査者

＜財源内訳＞
保険者の補助金	 10万円
受診者負担金	 98万円
町の負担	 643万円

風しん予防対策	 74万円高齢者肺炎球菌予防接種	 82万円
（担当：保健福祉課健康推進グループ）（担当：保健福祉課健康推進グループ）

　令和６年度までの間、昭和37年４月２日から昭
和54年４月１日までに生まれた男性を対象に、風
しんの抗体検査と予防接種の全額助成を行います。
　抗体検査などを未実施の方へは、今年度に抗体
検査と予防接種の無料クーポン券を改めて送付し
ます。
　なお、予防接種を実施する際には、事前に必ず
抗体検査を行う必要があり、検査で十分な抗体価
が確認された方は、予防接種の対象外になります。

＜財源内訳＞
国の補助金	 23万円
町の負担	 51万円

　高齢者肺炎球菌予防接種を受けたことがない次
の方を対象に、指定医療機関で接種した場合のみ、
接種費用を１人１回全額助成します。
　令和６年度以降は、原則65歳到達者に対象を縮
小します。

定期：①年度内に65、70、75、80、85、90、95、
100歳になる方
②60歳以上65歳未満の方で、心臓や腎臓、
呼吸器などに重い病気（身体障害者手帳
１級）のある方

任意：65歳以上で上記以外の方

＜財源内訳＞
保険者の補助金	 12万円
町の負担	 70万円
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③　医療環境の充実

２

障がい者への医療費助成	 1367万円

後期高齢者医療保険の運営	 2億6081万円

（担当：住民課戸籍保険グループ）

（担当：住民課戸籍保険グループ）

　障がい者の健康保持と福祉の増進を図るため、
一定の障がいをお持ちの方に対し医療費を助成し
ます。

＜対象になる方＞
　身体障害者手帳１級、２級又は３級（内部障害）
をお持ちの方
　重度の知的障害と診断された方
　精神保健福祉手帳１級をお持ちの方

＜財源内訳＞
道の補助金	 525万円
高額療養費保険者負担	 223万円
町の負担	 619万円

　75歳以上の方と、65歳から74歳で一定の障がい
のある方が加入する後期高齢者医療制度は、道内
全ての市町村が加入する北海道後期高齢者医療広
域連合が保険者として運営しています。
　町では保険証の発行や医療給付に関する申請の
受け付け、保険料の徴収などを担当し、町で収納
した保険料、事務費、医療費負担金などを運営費
として北海道後期高齢者医療広域連合へ支払いま
す。

＜財源内訳＞
道の補助金	 2666万円
加入者の保険料	 8881万円
過年度保険料の還付	 20万円
町の負担金	 １億4514万円

高校生までの医療費無料化	 2030万円

国民健康保険の運営	 2億8564万円

（担当：住民課戸籍保険グループ）

（担当：住民課戸籍保険グループ）

　北海道では、子育て世帯の経済的負担を軽減す
るため、就学前児童の入院・通院と小学生の入院
を対象とする医療費を助成しています。
　町では、助成内容を独自に拡大し、高校生まで
の医療費（保険診療分）を全額助成します。

＜財源内訳＞
道の補助金	 265万円
高額療養費保険者負担	18万円
子ども夢基金	 1747万円

　国民健康保険は、北海道と本町を含む１市５町
で組織する空知中部広域連合が共同で運営してい
ます。
　保険運営を行う北海道や広域連合へ支出する負
担金や保険税の収納、保険税審議会の開催など保
険事業を安定的に運営します。
　医療費を削減するため、国保加入者の40歳～74
歳を対象とした特定健診の個人負担を無料としま
す。

＜財源内訳＞
国の補助金	 785万円
道の補助金	 2942万円
加入者の保険税	 １億6496万円
基金運用収入	 38万円
町の負担	 5530万円
その他負担金（空知中部広域連合）	 2773万円


